
当財団の創始者故西川秋次は生前、多年にわたり中国における企業活動を通じて、中日両

国の友好親善の推進に尽くしてまいりました。その遺志により、当奨学会は在日の中華人民共

和国留学生の中から、平成29年度の奨学生を、次の要項に従い募集いたします。

公益財団法人豊秋奨学会

平成30年度中国人留学生募集要項

応募資格次の奨学会選考基準各号に該当する者であること。

1)私費留学の中国人学生であること。

2)勉学、研究のため愛知県内の大学院に在籍する、おぉむね35歳以下の者。

3)在学大学学長または学部長の推薦があること。

4)応募前2年間の学業成績が優秀であり、向学の志が堅固であること。

5)本年度をも?く日本における学業を終了_する予_定であるgと。

6)優れた資質を持ち、かつ、学業を継続する上で支障のない健康状態であること。

フ)中日友好及び国際理解達見善に寄与したいと願っていること。

8)学資の支援により、学業の完成に役立つと認められること。

9)平成30年度に他財団から奨学金を受給する予定のないこと。

2.採用人数及び奨学金の金額

1)採用人数計5名程度(原則1大学1名)

2)支給金額月額 5万円

3)給与期間 2018年4月~2019年3月の1年間

4)支給方法銀行振込

(5月歓迎会後に4-8月分、9月に9月一12月分、12月に 1-3月分)

3.申し込み手続き

1)提出書類

A 奨学生願書(指定の用紙を用いるこど

B 大学学長または学部長の推薦書

C 前学年修了時の学業成績証明書

2)ご提出先、お問い合わせ先

公益財団法人豊秋奨学会

〒448-8651 刈谷市豊田町 1 丁目 1番地トヨタ紡織株式会社内

電言舌 0566-26-0384

FAX:0566-26-0384 / E-mail:toyoaki@S6.dion.neJP



3)申込締切日

平成30年3月14日(フK)(豊秋奨学会必着)

4.選考及び採用決定

1)大学からご推薦いただいた書類により当奨学会の選考委員会による書類選考を実施し、

採用を決定致します。最終結果は4月30日までに、合格・不合格を問わず大学事務局

宛に通知する予定です。尚、今年度は面接選考を予定しておりません。

2)最終結果は大学事務局よりご本人に通知していただきます。

3)新採用奨学生歓迎会予定

日時:5月18日(金)18:00~

場所:トヨタ産業技術記念館

当日は写真撮影・書類提出がありますので必ずご出席ください。

詳細は最終決定後にご連絡いたします。

5.注意事項

1)応募のために提出された書類は返却いたしません。

2)採用決定あるいは奨学金の支給開始後に、申込書の記載事項に虚偽がされた

場合、病気その他の事由によって学業を継続する見込みがなくなった場合、

学業成績不良、素行不良の場合、その他当奨学会の目的に照らして適当でない

行為があった場合には、奨学金の支給を停止します。

3)採用決定後に、他団体との併給が判明した場合には、支給停止となります。

その場合、在学大学を通じ、辞退届提出と共に、奨学金の返金をお願いします。



(奨学生の資格)

第1条本会の奨学生となるものは、愛知県内の高等学校、大学または大学院に在学し、

人物共に優秀で、かっ、健康であって、学資の支弁が困難と認められる者で

なければならない。

公益財団法人豊秋奨学会奨学規程(抜粋)

(奨学生の資格)

第3条奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限とする。

第4条奨学生志望者は、奨学生願書に在学学校長、学部長もしくは研究科長の推薦書

および成績証明書を添えて理事長に提出するものとする。

(奨学生の採用)

第5条奨学生の採用は"、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を

在学学校事務局を経て本人に通知する。

(奨学生受領書の提出)

第7条奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を理事長に提
出しなければならない。

注:受領書は近況報告書を添えた手紙にかえる事とする。

(学業成績および生活状況の報告)

第8条奨学生は、毎年度末学業成績表および生活状況報告書を理事長に提出しなけれ
ぱならない。

注:毎年度末に提出する書類にかえて、学期毎の近況報告奨学会の主催する

奨学生歓迎会、歓送会、学生交流会などへの積極的な出席を要望する。

(異動届出)

第9条奨学生は次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに理事長に届
け出なけれぱならない。

(1)休学、復学、転学または退学したとき。

(2)停学その他の処分を受けたとき。


